
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



は じ め に 

 

環境問題は地球温暖化をはじめとして、大気汚染、水質汚濁、廃棄物など、地球規模の問題で

ありながら、私たちの生活環境に関わる身近な問題でもあります。人間の活動は豊かな自然環境

が基盤となっていますが、大量生産、大量消費を続けることにより環境に負荷をかけています。

近年では地球温暖化による気候変動の影響で、大規模自然災害が頻繁に発生しています。また、

気候変動は野生動物の絶滅危機の要因の一つにもなっています。このような状況について、気候

変動に関する政府間パネル（IPCC）の第6次報告書では、人間の活動が気候変動に影響を与えて

いると報告がありました。地球温暖化防止のため、私たちの日常生活は環境と共生できるよう、

変化させなければならない状況にあります。 

本市では地球温暖化対策を通して、地域の豊かな環境を守り続けるため、令和２年３月に「第

三次館林市環境基本計画」、令和3年2月に「第５次館林市地球温暖化防止実行計画（事務事業

編）」を策定し、環境問題の改善に向けて取り組んでいます。また、令和2年12月には、地球温暖

化対策及び自然災害への備えを目的に、「たてばやし5つのゼロ宣言」をおこない、災害時の死者

ゼロ、温室効果ガス排出量ゼロ、災害時の停電ゼロ、プラスチックごみゼロ、食品ロスゼロを掲げ

ています。 

 さらに、令和元年５月には、本市の自然資源である茂林寺沼・多々良沼・城沼が「里沼（SATO-

NUMA）－『祈り』『実り』『守り』の沼が磨き上げた館林の沼辺文化－」として日本遺産に認定さ

れ、令和3年7月には、近藤沼・蛇沼も追加認定されました。本市の沼辺環境は人々の暮らしに深

く根付き、人が沼辺を活かすことで良好な環境が保たれるとともに文化が育まれてきました。

人々の生活で磨き上げられた本市の沼辺文化は、自然と暮らしが調和した生活文化を今に伝え

るものであり、良好な沼辺環境を保全することは、「里沼」の活用につながる取り組みでもありま

す。 

本書は、大気汚染や水質汚濁、廃棄物など、環境分野ごとに構成しています。それぞれの現状

をとりまとめ、これからの暮らしに活かせるよう作成しています。 

（表紙の写真 出典：館林市観光協会） 
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１ 市の概況 

本市は群馬県の東南部にあり、関東地方全体から見ると、ほぼ中心部に位置しています。市域の北

部は渡良瀬川を隔てて、栃木県佐野市、東部は板倉町、南部は明和町、西部は邑楽町及び千代田町に

接しています。県都前橋市へは約５０kmと、県内の主要都市の中で最も離れていますが、首都東京

へは浅草まで約７０kmと、県内で最も近くに位置しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●面積・・・６０．９７km² 

●市域・・・東西１５．０km 南北８．３km 

●人口・・・７３，３３５人（令和７年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

館林市の位置図 

★…前橋市 

★…館林市 

館林市周辺都市 

渡良瀬川 佐野市 

邑楽町 

千代田町 明和町 

板倉町 

館林市 
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【図1-1】過去２０年間の人口の推移
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２ 年間の気候 

 本市の気候は、寒暖差の大きい内陸性の気候です。冬は空っ風が吹き、氷点下まで下がる一方、夏

は４０℃近くまで気温が上がります。地球温暖化をはじめとして、ヒートアイランド現象等が原因

となり、全国でも有数の猛暑地帯となっています。 

【表１－１】令和６年の気候 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 環境行政 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月 
気温（℃） 風速（ｍ／ｓ） 降水量（ｍｍ） 

平均 最高 最低 平均 最大 総雨量 最大/日 

１月 5.0 15.6 -5.6 2.4 11.5 32.5 26.0 

２月 6.4 23.2 -3.5 2.2） 11.1） 57.0 22.5 

３月 8.3 27.1 -2.4 2.8 12.8 95.5 24.5 

４月 16.7 30.8 4.2 2.0 11.9 67.0 24.0 

５月 19.7 32.3 6.4 2.0 8.9 133.5 31.5 

６月 23.5 35.8 14.7 1.9 5.7 136.5 42.5 

７月 28.7 40.2 21.3 1.8 7.1 84.5 31.0 

８月 29.3 39.6 23.7 2.1 8.2 250.5 81.0 

９月 26.6 36.8 16.4 1.8 7.3 121.5 37.0 

10月 19.8 31.7 8.2 1.5 11.3 113.5 32.5 

11月 12.6 24.6 0.9 1.8 9.0 73.5 42.0 

12月 6.2） 18.0） -4.4） 2.1） 10.1） 0) 0) 

全年 16.9 29.6 6.7 2.0 9.6 106.0 35.9 

○環境政策の企画及び調整に

関すること 

○地球温暖化対策に関すること 

○館林市環境基本計画に関す

ること 

○たてばやし５つのゼロ宣言に

関すること 

○館林衛生施設組合（し尿）と

の連絡調整に関すること 

○公害に関すること 

○水質浄化対策に関すること 

○浄化槽に関すること 

○野生動植物等の保護及び 

愛護に関すること 

○環境衛生及び環境美化に関

すること 

○狂犬病予防に関すること 

○放射線対策の企画及び調整

に関すること 

 

○一般廃棄物の収集、運搬及

び処理に関すること 

○最終処分場に関すること 

○一般廃棄物処理業の許可及

び指導監督に関すること 

○ごみの減量化、再資源化及び

再利用化の推進に関すること 

○ごみステーションに関すること 

○館林衛生施設組合との連絡

調整に関すること 

市民環境部 

地球環境課 

環境政策係 環境保全係 資源対策係 

※「）」は統計を行う対象資料が許容範囲で欠けているが、準正常値として扱うもの。 

資料：気象庁（館林地域気象観測所 アメダス） 
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４ 日本遺産「里沼」 

 令和元年 5 月、本市の自然資源である茂林寺沼・多々良沼・城沼が「里沼（SATO-NUMA）－

『祈り』『実り』『守り』の沼が磨き上げた館林の沼辺文化－」として日本遺産に認定されました。令

和 3 年 7 月には蛇沼と近藤沼が構成文化財に追加され、さらに令和 7 年 7 月 31 日には文化庁に

よる総括評価を経て、日本遺産の認定継続が決定しました。 

本市の沼は人里近くにあり、人々の暮らしに深く根付き、人が沼辺を活かすことで良好な環境が

保たれるとともに文化が育まれてきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茂林寺沼 ～祈りの沼～ 

城沼 ～守りの沼～ 多々良沼 ～実りの沼～ 

蛇沼 近藤沼 
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１ 第三次館林市環境基本計画 

（１）計画の目的 

 館林市環境基本条例第 7条に基づき、本市の良好で快適な環境の保全 

及び創造のための施策を、総合的・計画的に推進していくために策定 

されたもので、本市の環境分野における最上位計画になります。 

 

（２）計画の期間 

 令和 2年度～令和 11年度の 10年間 

（令和６年度中間見直し実施） 

 

（３）計画の目標（望ましい環境像） 

  

 

 

 

 望ましい環境像には、市民・事業者・行政など、全ての主体が環境保全、地球温暖化対策に取り組

み、「里沼」を育んできた豊かな自然環境を守り、未来へ紡いでいくという思いが込められています。 

 

（４）計画の基本目標と主な内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）計画の評価 

計画の運用にあたっては、年度ごとに進行管理を行うこととしています。 

基本目標の達成状況を総合的に評価するための「環境指標」と、テーマごとに分かれた関係各課の

「行政施策」による評価によって、計画全体の評価を行います。 

 令和６年度の目標達成度は【図２－１】に示します。 

館林市の環境への取組 

人と里沼がつむぐ環境未来都市 

～魚群れ、朝に夕べに水鳥の往来するまち～ 

基本目標１ 

自然と水辺の美しいまち 

○自然環境の保全 

○人と自然・生物の共生 

基本目標２ 

安心して暮らせるまち 

○大気や水の環境負荷低減 

○公害の防止 

基本目標３ 

緑潤う快適なまち 

○緑化の推進 

○景観、町並みの向上 

基本目標４ 

脱炭素と循環型のまち 

○省エネの推進 

○再生可能エネルギーの導入 

○ごみの削減 

基本目標５ 

自らが行動するまち 

○環境学習の場の創出 

○協働での環境活動の促進 

２ 
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２ 第５次館林市地球温暖化対策実行計画 

（１）計画の目的 

 市役所が率先して温室効果ガス削減に取り組むことにより、市民・ 

事業者の自主的な取組を促進し、温室効果ガス排出量を削減する。 

（２）計画の期間 

 令和 3年度～令和 7年度の 5年間 

（３）計画の目標 

 令和元年度比で温室効果ガス排出量を１４.０％削減 

（４）令和６年度実績 

 温室効果ガス排出量は 7,563ｔ-CO₂となり、目標値より 15.6％超過となりました【図２－２】。

温室効果ガス排出量が増加した最も大きな要因としては、排出量の中で７割以上を占める電気の使

用において、その中で３割弱の使用量を占める高圧電力が、より排出係数の高い電力会社との契約

になったことが要因として挙げられます。【図２－３】。 

節電や照明のＬＥＤ化の推進、省エネ型の設備機器や再生可能エネルギーの導入など、省エネ活

動に取組む必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80.0%

71.4%

66.7%

42.9%

0.0%

65.2%

79.5%

66.7%

59.6%

69.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

基本目標１ 自然と水辺の美しいまち

基本目標２ 安心して暮らせるまち

基本目標３ 緑潤う快適なまち

基本目標４ 低炭素と循環型のまち

基本目標５ 自らが行動するまち

【図2-1】令和６年度 基本目標ごとの目標達成度

環境指標 行政施策
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３ たてばやし５つのゼロ宣言 

（１）概要 

 令和元年 10 月の令和元年東日本台風（台風 19 号）による、土砂災害及び河川の氾濫により、

群馬県では多くの人命と財産が失われたことを受け、災害に強く、持続可能な社会を構築し、県民の

幸福度を向上させるため「ぐんま５つのゼロ宣言」をし、その実現に向けて取組んでいます。 

 本市においても、県の取組みに賛同するとともに、次世代へ安心をつなぐ暮らしやすいまちの実

現に向けて「たてばやし 5つのゼロ宣言」をしました。 

（２）宣言内容 

  

 

 

 

 

 

 

 

宣言 1 自然災害による死者「ゼロ」 

 本市の強靭化とともに、市民の防災意識を高め、自然災害による死者をゼロにします。 

〈主な取組み〉・「たてばやし防災情報伝達システム」「たてばやし情報配信メール」 

「館林市公式 LINE」により、市民へ災害情報を提供する 

・防災出前講座の開催、防災啓発等により地域防災力の強化につなげる 

 

宣言２ 温室効果ガスの排出量「ゼロ」 

 再生可能エネルギー資源を最大限に活用することや、日々の生活を見直しエコな暮らしを推進す

ることにより、温室効果ガスの排出量を実質ゼロにします。 

 

宣言３ 災害時の停電「ゼロ」 

 エネルギーの自立・分散化（地産地消）により、災害時にも電力受給を継続します。 

〈主な取組み〉・家庭の再生可能エネルギー導入促進のため蓄電池設備等設置補助金制度の運用 

       ・省エネルギー行動や環境とお財布に優しいエコ活動など、脱炭素なライフスタイル 

の啓発 

宣言４ プラスチックごみ「ゼロ」 

 まちや水辺のプラスチックごみをなくします。 

〈主な取組み〉・ペットボトルの水平リサイクル 

       ・マイボトル専用の給水スポットの設置 

 

宣言５ 食品ロス「ゼロ」 

 「MOTTAINAI」（もったいない）の心で食品ロスをなくします。 

〈主な取組み〉・食品ロス発生状況や削減レシピの普及啓発 

       ・フードバンクや食品廃棄物の再生利用の検討 

２０５０年までに 

                   
 

ごみゼロ館 

  宣言１ 自然災害による死者「ゼロ」 

  宣言２ 温室効果ガス排出量「ゼロ」 

  宣言３ 災害時の停電「ゼロ」 

  宣言４ プラスチックごみ「ゼロ」 

  宣言５ 食品ロス「ゼロ」                 
 

を目指します 
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（３）たてばやしプラごみ「ゼロ」アクション・食ロス「ゼロ」アクション 

 宣言４プラスチックごみ「ゼロ」、宣言５食品ロス「ゼロ」達成に向けた実行プランとして、「たて

ばやしプラごみ『ゼロ』アクション」「たてばやし食品ロス『ゼロ』アクション」を令和 3年度に作

成しました。 

プラスチックごみ、食品ロスを減らすために、市民・事業者・行政それぞれができるアクションを

記載しています。アクションプランを参考に、私たちにできることからはじめましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たてばやしプラごみ「ゼロ」アクション（抜粋） 

▶市民 

 マイバッグの持参 

プラ製のストローは使わないなど 

▶事業者 

 店頭回収 BOXの設置 

紙製品やリユース食器の使用など 

▶行政 

 公共施設へ給水スポットの設置 

マイバッグやマイボトルの利用啓発など 

たてばやし食ロス「ゼロ」アクション（抜粋） 

▶市民 

 賞味、消費期限の確認 

「てまえどり」を意識して食べきれる量を作る 

▶事業者 

 使わない食材はフードバンクへ提供 

ドギーバッグでの持ち帰りを呼びかけ 

▶行政 

 「30・10運動」の周知啓発 

生ごみ処理減量化器具への助成制度など 

▶参考 

「３０・１０運動」で食品ロスを減らそう 

30・10 運動とは、宴会時の食べ残しを減らすためのキャ

ンペーンで、「乾杯後３０分間は席を立たずに料理を楽しむこ

と」「お開き１０分前に自席に戻って、再度料理を楽しむこと」

を実行し、食べ残しの削減を推奨する運動のことです。 

「もったいない」の気持ちを大切にした宴会で、食品ロスを

減らしましょう。 

出典：環境省ホームページより 
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１ 大気汚染とは 

 大気中の汚染物質が増えることを大気汚染と言います。深刻な大気汚染は、私たちの身体だけで

なく自然環境にも悪影響を及ぼします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■工場・施設 

 汚染物質を排出する工場や施設に対しては、法律で排出基準を定めて 

規制しています。 

 

■私たちにできること 

 生活の中で利用する自動車からも、大気汚染物質が排出されています。

運転の際はアイドリングストップなどのエコドライブに取り組む、自動車

を購入する際はエコカーを選ぶなど、できることから始めてみましょう。 

館林市の大気 

 大気汚染による主な影響 

■酸性雨 

 二酸化硫黄や窒素酸化物が雨・雪・霧などに溶け込んで、通常より強い酸性を示す現象です。

生態系に悪影響を与えるほか、コンクリートを溶かしたり、金属に錆を発生させるなど、建物な

どにも被害を与えます。 

 

■光化学スモッグ 

 自動車の排気ガスや工場から出る有害物質が太陽の紫外線に反応して、光化学オキシダント

という物質ができることで発生します。風のない暑い日に発生しやすく、のどが痛くなったり、

目がチカチカしたりすることがあります。 

 

■ＰＭ２．５ 

 大気中に浮遊している汚染物質で、直径が 2.5 マイクロメートル(2.5ミリの 1000 分の 1)

以下の微粒子のことをいいます。髪の毛の太さの 30分の 1という、目に見えないほど小さく、

吸い込むと肺の奥まで入ってしまい、鼻や気管、肺などの病気を引き起こすことがあります。 

 

主な大気汚染対策 

３ 
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２ 環境基準 

 人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで、維持されることが望ましい汚染物質の濃度のこと

を環境基準といいます。大気汚染を改善するために、わが国では環境基準を定め、汚染物質の排出規

制を行っています。大気汚染物質ごとの環境基準を【表３－１】に示します。 

 

【表３－１】 大気汚染物質に係る環境基準 

物質 主な発生源 環境上の条件 測定方法 

二酸化硫黄 

（SO₂） 

石油や石炭などの化石

燃料が燃える際に発生 

1時間値の 1日平均値が

0.04ppm※1以下で、かつ 1時間

値が 0.1ppm以下 

溶液導電率法または、 

紫外線蛍光法 

一酸化炭素 

（CO) 

燃料の不完全燃焼によ

り発生 

1時間値の 1日平均値が 10ppm

以下で、かつ、1時間値の 8時間

平均値が 20ppm以下 

非分散型赤外分析法

を用いる方法 

浮遊粒子状物質 

（SPM） 

工場などからの煙から

出るばいじんや、土ぼこ

りなどによる粒子状物

質の中で、粒径 10マイ

クロメートル以下のもの 

1時間値の 1日平均値が

0.10mg/㎥※２、かつ、1時間値が

0.20mg/㎥以下 

ろ過捕集による重量濃度

測定方法または、この方

法によって測定された重

量濃度と直線的な関係を

有する量が得られる光散

乱法、圧電天びん法もしく

はベータ線吸収法 

二酸化窒素 

（NO₂） 

自動車や工場などから

排出される一酸化窒素

が大気中でオゾン等に

より酸化されたもの 

1時間値の 1日平均値が

0.04ppmから 0.06ppmまでのゾー

ン内または、それ以下 

ザルツマン試薬を用いる

吸光光度法または、オゾン

を用いる化学発光法 

光化学オキシダント 

（Oｘ） 

自動車や工場などから

排出される窒素酸化物

や揮発性有機化合物

が、紫外線により化学

反応を起こすことで発

生 

1時間値が 0.06ppm以下 

中性ヨウ化カリウム溶液

を用いる吸光光度法も

しくは、電量法、紫外線

吸収法またはエチレン

を用いる化学発光法 

微小粒子状物質 

（PM2.5） 

浮遊粒子状物質のう

ち、さらに小さい粒径

2.5マイクロメートル以

下のもの 

1年平均値が 15㎍/㎥※３以下

であり、かつ、1日平均値が 35㎍

/㎥以下 

ろ過捕集による質量濃

度測定法または、この

方法によって測定され

た質量濃度と等価な値

が認められる自動測定

機による方法 

※１ ppm(パーツ・パー・ミリオン)100 万分のいくらであるか割合を表す単位です。 

※２ mg/㎥(ミリグラム・パー・立方メートル)1 立方メートル当たりに含まれる物質重量を mg で表す単位です。 

※３ ㎍/㎥(マイクログラム・パー・立方メートル) 

大気 1 立方メートルあたりに含まれる PM2.5 の重量で濃度を示す単位です。 
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３ 市の大気 

 大気汚染の状況を把握し、適切な対策を推進するために、群馬県では１１市３町１村に 20の測

定局（うち前橋市設置 2局、高崎市設置 3局）を設置し、一般大気環境の常時監視測定を実施し

ています。また、自動車排出ガスについても６市に６の測定局（うち高崎市設置１局、環境省設置

１局）を設置し、常時監視をしています。 

 本市においては、一般環境大気測定局と自動車排出ガス測定局があります。一般環境大気測定局

では、二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、光化学オキシダント等が測定され、自動車排出

ガス測定局では、窒素酸化物、一酸化炭素、非メタン炭化水素等が測定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【館林市 一般環境大気測定局/自動車排出ガス測定局】 

館林局（仲町 14-1） 

館林自排局（小桑原町 949） 

【群馬県 一般環境大気測定局/自動車排出ガス測定局】 

1 /  館林局/館林自排局 

2 /  太田局/太田自排局 

3  伊勢崎局 

4  玉村局 

5  高崎 1 局 

※高崎市所有の４測定局は地図未記載 

6 /  安中 6 局/安中自排局 

7  富岡局 

8 /  桐生局/桐生自排局 

9  前橋東局 

10 /  前橋南局/国設前橋局 

※前橋市所有の２測定局は地図未記載 

11 /  渋川 1 局/渋川自排局 

12  嬬恋局 

13  吾妻局 

14  沼田局 

15  みなかみ局 
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資料：群馬県森林環境部環境保全課 

資料：群馬県森林環境部環境保全課 

（１）一般大気監視局による測定結果（群馬県大気汚染常時監視測定結果） 

①二酸化硫黄   

年平均値 

（ppm） 

日平均値の 2％ 

除外値※（ppm） 

環境基準値超過状況 

 

 
1時間値が 0.1ppm を

超えた時間 

日平均値が 0.04ppm

を超えた日数 

0.001 0.002 0 0 

 

※ 日平均値の２％除外値：年間にわたる日平均値について、測定値の高い方から２％の範囲にあるものを除外した後の最

高値をいいます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②浮遊粒子物質 

年平均値 

（mg/㎥） 

日平均値の 2％ 

除外値（mg/㎥） 

環境基準値超過状況 

 

 
1時間値が 0.2mg/㎥

を超えた時間 

日平均値が 0.1mg/㎥

を超えた日数 

0.014 0.036 0 0 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境基準達成 

環境基準達成 

0

0.0005

0.001

0.0015

0.002

0.0025

0.003

0.0035

0.004

0.0045

H17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1 2 3 4 5 6

ppm

年度

【図３－１】二酸化硫黄の年平均値経年変化
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0.015
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0.025

0.03

0.035

0.04

H17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1 2 3 4 5 6

mg/㎥

年度

【図３－２】浮遊粒子状物質の年平均値経年変化
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③二酸化窒素 

年平均値 

（ppm） 

日平均値の 

年間９８％値※（ppm） 

日平均値が 0.04～

0.06ppmの日数 

環境基準値超過状況 

 

 
日平均値が 0.06ppm を

超えた日数 

0.006 0.015 0 0 

 

※ 日平均値の年間 98％値：年間における日平均値のうち、低い方から９８％に相当するものをいいます。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④光化学オキシダント 

昼間の 1

時間値の

年平均値

（ppm） 

昼間の 1時間値の 

最高値※（ppm） 

昼間の 1時間

値が 0.12ppm

以上の 

日数／時間数 

環境基準値超過状況 
 

 昼間の 1時間値が 

0.06ｐpm を超えた 

日数／時間数 

0.039 0.131 2日／３時間 122日／643時間 

※ 昼間の 1 時間値の環境基準は 0.06ppm です。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境基準達成 

資料：群馬県森林環境部環境保全課 

資料：群馬県森林環境部環境保全課 

環境基準未達成 

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

H17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1 2 3 4 5 6

ppm

年度

【図３－３】二酸化窒素の年平均値経年変化
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0.025
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0.035

0.04

0.045
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年度

【図３－４】光化学オキシダントの年平均値経年変化
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⑤PM2.5 

年平均値 

（µg/㎥） 

日平均値の 98％値 

（µg/㎥） 

環境基準超過状況 

 

 
日平均値が 35µg/㎥

を超えた日数 

10.0 23.5 0 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

環境基準達成 

資料：群馬県森林環境部環境保全課 

光化学オキシダントの濃度が高くなると・・・ 

 光化学オキシダント濃度が高くなると、光化学スモッグが発生し、白く“もや”がかかった

ようになります。この光化学スモッグは、日差しの強く気、温が高めな風の弱い日に発生しや

すく、目がチカチカしたり、のどが痛くなるなど、私たちの身体に悪影響を及ぼします。 

 

 群馬県では、光化学オキシダント濃度が一定の基準より高くなった場合、基準に基づき光化

学オキシダント注意報・警報・重大緊急報を発令します。また、注意報等の発令時には、光化

学オキシダントの原因物質を多量に排出する事業者へ、排出量削減の協力要請を行います。 

 
〈光化学オキシダント注意報等が発令された場合の注意事項〉 

○屋外での運動は避け、屋内に移動する 

○目やのどに刺激を感じたら、早急に洗眼やうがいをする 

○症状が深刻なとき、または数時間で回復しないときは医療機関で受診をする 

 なお、群馬県内で注意報等が発令された場合には、県 HP の「群馬県大気汚染情報」

および X（旧 Twitter）の群馬県防災アカウントにてお知らせをしています。 

6

8

10

12

14

16

18

H26 27 28 29 30 R1 2 3 4 5 6

μｇ/㎥

年度

【図３－５】ＰＭ２.５の年平均値経年変化
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（２）自動車排出ガス測定結果（群馬県大気汚染常時監視測定結果） 

①二酸化窒素 

年平均値 

（ppm） 

日平均値の 

年間９８％値※（ppm） 

日平均値が 0.04～

0.06ppmの日数 

環境基準値超過状況 

 

 
日平均値が 0.06ppm

を超えた日数 

0.012 0.023 0 0 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②浮遊粒子状物質 

年平均値 

（mg/㎥） 

日平均値の 2％ 

除外値（mg/㎥） 

環境基準値超過状況 
 

 1時間値が 0.2mg/㎥

を超えた時間 

日平均値が 0.1mg/㎥

を超えた日数 

0.015 0.039 0 0 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境基準達成 

資料：群馬県森林環境部環境保全課 

環境基準達成 

資料：群馬県森林環境部環境保全課 

0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

0.035

H17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1 2 3 4 5 6

ppm

年度

【図３－６】二酸化窒素の年平均値経年変化

0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025
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年度

【図３－７】浮遊粒子状物質の年平均値経年変化
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③一酸化炭素 

年平均値 

（ｐｐｍ） 

日平均値の 2％ 

除外値（ｐｐｍ） 

環境基準値超過状況 

 

 
8時間平均値が 20ｐｐ

ｍを超えた回数 

日平均値が 10ｐｐｍを

超えた日数 

0.2 0.4 0 0 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④非メタン炭化水素 

 光化学反応性の低いメタンを除いた非メタン炭化水素は、光化学オキシダントの原因物質の１つ

であることから、生成防止のための指針として定められています。 

年平均値 

（ppmC） 

６～９時の 3時間平均値※ 

 

 
年平均値

（ppmC） 

最高値/最低値

（ppmC） 

0.20ppmC を超えた 

日数と割合 

0.31ppmC を超えた 

日数と割合 

0.13 0.14 0.45/0.02 54/14.8 10/2.7 

 

※ 非メタン化水素に係る光化学オキシダント生成防止のための指針「午前６時～９時までの３時間平均値が 0.20～

0.31ppmC の範囲」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境基準達成 

資料：群馬県森林環境部環境保全課 

指針の 

範囲以下 

資料：群馬県森林環境部環境保全課 
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【図３－８】一酸化炭素の年平均値経年変化
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【図３－９】非メタン化水素の年平均値経年変化
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（３）群馬県の酸性雨の状況 

工場からの煙や自動車の排出ガスに含まれる硫黄酸化物や窒素酸化物が、大気中で硫酸や硝酸に

変化したのちに雨に溶け込むことで酸性雨になります。酸性、アルカリ性の度合いの基準（単位）と

してｐH（ピーエッチまたはペーハー）が使われますが、一般的に pH が５．６以下の雨を酸性雨と

呼びます。 

群馬県の酸性雨の状況は、長期的にみると改善傾向にあると言えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 空間放射線量の測定 

 平成２３年３月の東日本大震災に伴う東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故によって、

群馬県内でも放射性物質の飛来が確認されました。本市では、群馬県の測定計画に基づき平成２３

年６月から空間放射線量の測定を行っています。測定地点は教育施設や保育施設など、子どもが長

時間過ごす施設で測定しています。また測定は、年に４回（５・８・１１・２月）行っていましたが、

空間放射線量が問題のないレベルで安定していることから、令和４年度より年１回（１１月）行うこ

とに変更しました。【表３－２】 本市の空間放射線量については、環境省が示す除染基準（0.23 μ

Sv/h）を大きく下回っていることから、健康に問題のない範囲で推移しているといえるため、令和

５年度から群馬県放射線監視実施計画改定により測定地点を１２地点から９地点に変更しました。 

 測定地点（９施設）の年平均値の経年変化を【図３－１１】に示します。 

 

【表３－２】令和６年度測定結果 

No 測定地点 １１月 

1 第一小学校 0.081 

2 第三小学校 0.082 

3 第四小学校 0.079 

4 第五小学校 0.058 

5 第八小学校 0.071 

6 第九小学校 0.062 

7 杉並幼稚園 0.059 

8 多々良保育園 0.077 

9 つつじが岡公園 0.033 

資料：群馬県「環境白書」 

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

H17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1 2 3 4 5 6

ppm

年度

【図３－１０】降水のpHの経年変化
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５ まとめ 

チェックポイント 

✔大気汚染は、自然環境や人間の身体にも悪影響を及ぼす 

✔大気汚染防止のために環境基準を定めて、大気汚染物質の排出抑制を行っている 

✔本市の大気汚染物質はほとんどが環境基準を達成しているが、光化学オキシダントのみ未達 

成となっている 

✔自動車排出ガスに含まれる汚染物質は右肩下がりで減少している 

✔空間放射線量は基準値を超えることなく問題のない範囲で推移している 

 

 大気汚染の主な原因として、工場などが生産活動を行う際に排出される場合と、自動車の使用に

よって排出される場合があります。自然現象によって発生する大気汚染物質もありますが、ほとん

どが私たち人間の活動に由来します。 

光化学オキシダントの原因物質は、特に夏季において注意報が発令されるほどの高濃度になる傾

向があります。 

一方で、自動車排出ガスは全体として減少傾向にあります。引き続き、エコドライブの実践や低公

害車・低燃費車の選択、公共交通機関の積極的な利用など、身近な取り組みを進めていきましょう。 

  

※群馬県放射線監視実施計画改定により R5 から中学校、特別支援学校の測定を実施していません。   
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【図3-11】市内測定地点の平均値経年変化

小学校 中学校、特別支援学校 幼稚園 保育園 公園
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１ 水質汚濁とは 

 水質汚濁とは、私たちの生活に関係する川や湖などの水質が有害物質により、悪化することをい

います。自然界では多少の水質悪化は、自然の浄化作用によって改善されますが、浄化しきれないほ

ど悪化してしまうと水質汚濁につながります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 水中の有機物が微生物の働きによって分解されるときに消費される酸素量 

 

 

 

 

 

館林市の水質 

水質汚濁が与える影響とその原因 

■水質汚濁の影響 

 水質汚濁が深刻化すると、魚などは住むことができなくなってしまい

ます。また、悪臭の原因となるなど私たちの生活にも影響を及ぼします。 

■水質汚濁の原因 

 私たちが排出する生活排水や、工場から排出される工場排水などが主な原因として挙げられま

す。工場排水は排出基準が設けられたことで規制されましたが、生活排水は水質汚濁の５～７割

を占めているといわれています。そのため、私たちが生活排水対策をすることは、水質汚濁の結

果に密接に関係しています。 

主な水質汚濁対策 

■工場等の排水基準 

 「水質汚濁防止法」に定められた特定施設を持つ工場や事業所は、排水濃度の基準に基づき排

出水を規制されています。 

 

■家庭における対策 

 生活排水対策は、野菜くずや食用油を流さない、洗剤を使い過ぎないなど、 

身近なところから取り組むことができます。 

 また、下水道が整備されていない地域では、合併処理浄化槽を設置する 

ことで、生活排水の汚れ（BOD※1）を約９０％以上軽減することができます。 

４ 
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２ 環境基準 

 水質汚濁を防止するために、国は「水質汚濁防止法」で環境基準を定めています。「人の健康の

保護に関する環境基準」は、河川や湖沼など全国の公共用水域※１に、一律に適用されます。   

また、生活環境を保全するうえで維持することが望ましい基準である「生活環境の保全に関する

環境基準」は、利用目的に応じて河川や湖沼など個々の水域ごとに基準値が設定されています。 

なお、令和 3年１０月に人の健康の保護に関する環境基準のうち、水質汚濁に係る六価クロムの

基準値を 0.05㎎/ℓから 0.02㎎/ℓに変更、生活環境の保全に関する環境基準のうち大腸菌群数

を削除し、新たな衛生微生物指標として大腸菌数が追加されました。 

 それぞれの環境基準で定められている物質の濃度を【表４－１】【表４－２】に示します。 

※１ 河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠（こうきょ）、灌漑用水路

その他公共の用に供される水路をいう。 

 

【表４－１】人の健康の保護に関する環境基準 

 

※１ 基準値は年間平均値です。ただし、全シアンに係る基準値については最高値とする。 

※２ 該当する測定方法により測定した場合において、その結果が定量限界を下回ることをいう。 

 

 

 

 

 

 

項目 基準値※１ 項目 基準値※１ 

カドミウム 0.003 ㎎/ℓ以下 1,1,2-トリクロロエタン 0.006 ㎎/ℓ以下 

全シアン 検出されないこと※２ トリクロロエチレン 0.01㎎/ℓ以下 

鉛 0.01㎎/ℓ以下 テトラクロロエチレン 0.01㎎/ℓ以下 

六価クロム 0.02㎎/ℓ以下 1,3-ジクロロプロペン 0.002 ㎎/ℓ以下 

ヒ素 0.01㎎/ℓ以下 チウラム 0.006 ㎎/ℓ以下 

総
そう

水銀
すいぎん

 0.0005㎎/ℓ以下 シマジン 0.003 ㎎/ℓ以下 

アルキル水銀 検出されないこと※２ チオベンカルブ 0.02㎎/ℓ以下 

PCB 検出されないこと※２ ベンゼン 0.01㎎/ℓ以下 

ジクロロメタン 0.02㎎/ℓ以下 セレン 0.01㎎/ℓ以下 

四塩化炭素
しえんかたんそ

 0.002 ㎎/ℓ以下 硝酸
しょうさん

性
せい

窒素
ち っ そ

及
およ

び亜
あ

硝酸
しょうさん

性
せい

窒素
ち っ そ

 10㎎/ℓ以下 

1，2-ジクロロエタン 0.004 ㎎/ℓ以下 フッ素 0.8㎎/ℓ以下 

１，１-ジクロロエチレン 0.1㎎/ℓ以下 ホウ素 1㎎/ℓ以下 

シス-１，２-ジクロロエチレン 0.04㎎/ℓ以下 1,4-ジオキサン 0.05㎎/ℓ以下 

１，１，１-トリクロロエタン 1㎎/ℓ以下 



20 

 

【表４－２】生活環境の保全に関する環境基準（河川） 

① 

項目

類型 
利用目的の適応性 

基準値※１ 

該当水域 水素イオ

ン濃度

（pH） 

生物化学的

酸素要求量

（BOD) 

浮遊物質

量（SS) 

溶存酸素

量（DO) 
大腸菌数 

AA 
水道１級／自然環

境保全及びＡ以下

の欄に掲げるもの 

6.5以上 1mg/ℓ 

以下 

25mg/ℓ 

以下 

7.5mg/ℓ 

以上 

20ＣＦＵ/100ml 

以下※2   8.5以下 

A 
水道２級／水産１

級、水浴及びＢ以

下の欄に掲げるもの 

6.5以上 2mg/ℓ 

以下 

25mg/ℓ 

以下 

7.5mg/ℓ 

以上 

300ＣＦＵ/100ml

以下 
  8.5以下 

B 
水道３級／水産２

級及びＣ以下の欄

に掲げるもの 

6.5以上 
3mg/ℓ 

以下 

25mg/ℓ 

以下 

5mg/ℓ 

以上 

1,000ＣＦＵ

/100ml 以下 
渡良瀬川 

8.5以下 

C 
水産３級／工業用

水１級及びＤ以下の

欄に掲げるもの 

6.5以上 
5mg/ℓ 

以下 

50mg/ℓ 

以下 

5mg/ℓ 

以上 
  

矢場川 

谷田川 

鶴生田川 
8.5以下 

D 
工業用水２級／農

業用水※3及びＥ

の欄に掲げるもの 

6.0以上 8mg/ℓ 

以下 

100mg/ℓ 

以下 

2mg/ℓ 

以上     8.5以下 

E 
工業用水３級 6.0以上 

10mg/ℓ 

以下 

ごみ等の浮

遊が認めら

れないこと 

2mg/ℓ 

以上 
    

環境保全 8.5以下 

※１ 基準値は、日間平均値です。ただし、大腸菌数に係る基準については 90%水質値のデータ値とする。 

※２ 水道 1 級を利用目的としている地点（自然環境保全を利用目的としている地点を除く）については、大腸菌数 

100CFU/100ml 以下とする。 

※３ 農業用利水点は、水素イオン濃度 6.0 以上 7.5 以下、溶存酸素量 5mg/ℓ以上です。 

 

② 

項目類型 水生生物の生息状況の適応性 

基準値※ 
該当 

水域 全亜鉛 
ノニル 

フェノール 
LAS 

生物 A 

イワナ、サケマス等比較的低温域を好む

水生生物及びこれらの餌生物が生息する

水域 

0.03 ㎎/ℓ

以下 

0.001 ㎎/ℓ

以下 

0.03 ㎎/ℓ

以下 
  

生物特 A 

生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄に掲げる水

生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育

場として特に保全が必要な水域 

0.03 ㎎/ℓ

以下 

0.0006 ㎎/

ℓ以下 

0.02 ㎎/ℓ

以下 
  

生物 B 
コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及

びこれらの餌生物が生息する水域 

0.03 ㎎/ℓ

以下 

0.002 ㎎/ℓ

以下 

0.05 ㎎/ℓ

以下 

渡良瀬川 

谷田川 

鶴生田川 

矢場川 

生物特 B 

生物Ａ又は生物Ｂの水域のうち、生物Ｂの欄

に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼

稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 

0.03 ㎎/ℓ

以下 

0.002 ㎎/ℓ

以下 

0.04 ㎎/ℓ

以下 
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資料：群馬県森林環境部環境保全課 

資料：群馬県森林環境部環境保全課 

３ 市の河川の水質 

（１）群馬県による水質調査 

県による水質調査では、市内を流れる渡良瀬川・矢場川・谷田川・鶴生田川について調査をしてい

ます。その中で、生活環境の保全に関する環境基準についての令和６年度調査結果と経年変化を【図

4-1】～【図 4-5】に示します。 

 

①水素イオン濃度 

水域名 渡良瀬川 矢場川 谷田川 鶴生田川 

水素イオン濃度（ｐＨ） ７．５ ７．８ ７．８ ８．０ 

環境基準達成状況 ○ ○ ○ ○ 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

②ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量） 

水域名 渡良瀬川 矢場川 谷田川 鶴生田川 

ＢＯＤ（㎎/ℓ） １．８ ２．６ ８．１ ８．７ 

環境基準達成状況 ○ ○ × × 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

7

7.25

7.5

7.75

8

8.25

8.5

H17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1 2 3 4 5 6 年度

【図４－１】 水素イオン濃度(pH)の経年変化

渡良瀬川 矢場川 谷田川 鶴生田川

pH

0

2

4

6

8

10

12

14

16

H17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1 2 3 4 5 6

mg/ℓ

年度

【図４－２】 水質調査（ＢＯＤ）の経年変化

渡良瀬川 矢場川 谷田川 鶴生田川
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資料：群馬県森林環境部環境保全課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③溶存酸素量（DO） 

水域名 渡良瀬川 矢場川 谷田川 鶴生田川 

溶存酸素量（㎎/ℓ） ８．９ ９．６ ８．２ ９．５ 

環境基準達成状況 ○ ○ ○ ○ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水中の有機物が微生物の働きによって分解されるときに消費される酸素量のことで、河川の

有機汚濁を測る代表的な指標です。汚れている川は、水中に含まれる有機物(生活排水な

ど）が多いことから、微生物も多く存在するためＢＯＤ値は大きくなります。一方、きれい

な川は水中に含まれる有機物の量が少ないので、微生物も少なくＢＯＤ値は小さくなりま

す。 

つまり、ＢＯＤ値が大きくなるほど汚れがひどく、水が腐りやすい（ドブ川になりやすい）こと 

を示します。 

ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）とは？ 

 

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

H17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1 2 3 4 5 6 年度

【図４－３】 溶存酸素量（DO）の経年変化

渡良瀬川 矢場川 谷田川 鶴生田川

㎎/ℓ
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資料：群馬県森林環境部環境保全課 

資料：群馬県森林環境部環境保全課 

④浮遊物質量（SS） 

水域名 渡良瀬川 矢場川 谷田川 鶴生田川 

溶存酸素量（㎎/ℓ） ６ １４ ２２ ２４ 

環境基準達成状況 ○ ○ ○ ○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤大腸菌数 

水域名 渡良瀬川 矢場川 谷田川 鶴生田川 

大腸菌数（ＣＦＵ/100 ㎖) ５１０ ８７０ ９６０ ３７００ 

環境基準達成状況 ○ 対象外 対象外 対象外 

※令和 4 年度より環境基準値変更 
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【図４－４】 浮遊物質量(SS)の経年変化
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【図４ー５】 大腸菌数の経年変化

渡良瀬川 矢場川 谷田川 鶴生田川

CFU/100㎖
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（２）市による水質調査 

 市内の公共用水域のうち、１６地点について水質調査を行っています。【表４－３】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測定月 5・8・11・2 月                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 測定地点 No 測定地点 

1 多々良川多々良橋 9 蛇沼湿原流出口 

2 多々良沼揚水機場取水口 10 鶴生田川坂下線 

3 谷田川谷田川橋 11 鶴生田川五号橋 

4 新堀川近藤沼取水口 12 鶴生田川尾曳橋 

5 新堀川前田川橋 13 鶴生田川城沼中央部 

6 近藤川新橋 14 鶴生田川柳橋 

7 近藤川近藤沼流出口 15 鶴生田川洗堰橋 

8 茂林寺川茂林寺沼橋 16 加法師川当郷橋 

近藤川 

宮田川 

●水質調査地点 

渡良瀬川 

城沼 

近藤沼 谷田川 

多々良沼 

鶴生田川 

① 

② ⑩ ⑪ 
⑫ ⑬ 

⑯ 

⑮ 
⑭ 

④ 

⑤ 
③ 

⑦ 
⑥ 

⑧ ⑨ 

茂林寺川 蛇沼川 
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【表４－３】公共用水調査結果一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考１ BOD、COD の年間評価（4 回以上測定）は 75％値による。 

  ２ BOD の環境基準値（類型 C）は 5mg/L 以下。 
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R6.5.21 14:50 晴 29.7 26.6 7.4 5.4 2.6 5.8 8.4 2.2 0.23 0.010 50<

R6.8.27 10:02 晴 31.8 28.3 7.4 2.9 1.9 4.8 5.7 2.5 0.18 0.006 50<

R6.11.12 8:23 晴 16.1 12.4 7.4 7.5 2.3 5.9 22 2.6 0.22 0.013 30

R7.2.10 14:15 晴 10.4 10.5 7.3 8.0 0.8 2.9 5.7 5.9 0.083 0.005 50＜

2.3 5.8

R6.5.21 11:19 晴 27.0 23.4 7.4 7.5 6.4 8.5 21 1.9 0.21 0.009 40

R6.8.27 9:16 晴 31.3 27.6 7.4 6.4 1.3 3.8 5.0 1.1 0.13 0.004 50<

R6.11.12 12:18 晴 20.9 16.2 7.5 9 4.3 8.3 10 2.2 0.13 0.003 46

R7.2.10 10:38 晴 9.3 5.3 7.7 11 3.8 6.5 9.2 2.4 0.18 0.006 50＜

4.3 8.3

R6.5.21 10:58 晴 25.5 22.8 7.5 7.3 3.7 7 9.7 1.2 0.34 0.007 45

R6.8.27 8:58 晴 30.3 27.2 7.4 5.5 1.9 4 4.1 1.3 0.18 0.004 50<

R6.11.12 12:35 晴 19.1 16.8 7.5 8.3 4.1 7 8.3 2.4 0.23 0.005 50＜

R7.2.10 10:16 晴 6.3 6.5 7.6 10 2.4 5.4 10 2.4 0.21 0.007 48

3.7 7.0

R6.5.21 9:25 晴 26.5 23.4 7.5 8.1 3.9 7.6 14 1.1 0.24 0.011 25

R6.8.27 8:40 晴 28.4 28.5 7.3 6.8 9.5 8.5 15 1.7 0.27 0.008 24

R6.11.12 12:35 晴 19.1 16.8 7.5 8.0 3.4 5.4 4.0 3.6 0.13 0.004 50＜

R7.2.10 9:35 晴 6.3 5.7 7.7 11 2.8 4.8 6.6 2.1 0.18 0.006 50＜

3.9 7.6

R6.5.21 9:46 晴 26.5 24.5 8.9 16 8.9 10 25 0.93 0.19 0.008 18

R6.8.27 8:20 晴 28.8 29.3 8.0 9.9 6.9 9 14 1.4 0.21 0.004 32

R6.11.12 13:23 晴 20.2 16.7 8.0 18 5.3 7.7 13 2.3 0.14 0.004 27

R7.2.10 9:15 晴 5.3 5.3 8.9 14 4.7 9.4 18 2.2 0.21 0.007 27

6.9 9.4

R6.5.21 10:06 晴 28.7 25.8 8.6 12 6.9 22 36 1.4 0.14 0.001 18

R6.8.27 8:06 晴 28.7 29.8 8.8 7.1 8.2 29 57 2.1 0.25 0.004 12

R6.11.12 13:36 晴 20.6 18.4 8.9 15 4.4 12 20 1.3 0.088 0.002 25

R7.2.10 9:01 晴 5.3 5.3 8.5 12 10 15 19 2.7 0.11 0.003 21

8.2 22.0

R6.5.21 10:20 晴 27.1 23.8 8.8 14 10 14 36 1.2 0.19 0.006 15

R6.8.27 7:51 晴 27.8 28.6 7.3 2.4 4.2 6.4 8.4 1.5 0.13 0.002 46

R6.11.12 13:48 晴 21.5 15.9 8.9 19 10.0 11 22 1.9 0.15 0.002 16

R7.2.10 8:32 晴 3.3 4.2 9.2 13 6.9 12 23 2.0 0.17 0.007 19

10.0 12.0

R6.5.21 10:42 晴 29.3 22.7 7.8 11 1.8 4.5 4.7 2.0 0.17 0.007 50<

R6.8.27 9:38 晴 31.2 28.5 7.8 9.6 1 3.5 1.5 1.0 0.088 0.002 50<

R6.11.12 12:50 晴 24.2 17.5 7.8 11 1.2 3.3 1.3 3.6 0.11 0.003 50＜

R7.2.10 9:56 晴 5.6 3.3 7.7 8.8 6.3 9.9 7.2 6.1 0.43 0.010 50＜

1.8 4.5

9 蛇沼湿原流出口

75％値

11
鶴生田川
五号橋

75％値

10
鶴生田川
坂下橋

75％値

13
鶴生田川
城沼中央部

75％値

16
加法師川
当郷橋

75％値

14
鶴生田川
柳橋

75％値

15
鶴生田川
洗堰橋

75％値

12
鶴生田川
尾曳橋

75％値

備考１ BOD、COD の年間評価（4 回以上測定）は 75％値による。 

  ２ BOD の環境基準値（類型 C）は 5mg/L 以下。 
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４ 市の沼の水質 

 本市では、市内の沼の水質調査を実施しています。令和６年度の BOD 値（生物化学的酸素要求

量）は城沼、多々良沼が基準（5.0mg/ℓ）を上回る結果となりました。調査結果【表４－４】と経

年変化【図４－６】を示します。 

 

【表４－４】令和６度 沼の水質調査結果 

水域名 城沼 蛇沼 多々良沼 近藤沼 茂林寺沼 

BOD ６．９ ２．３ ５．１ ２．１ ０．９ 

環境基準達成状況 × ○ × ○ ○ 
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年度

【図４－６】市内の沼のBOD測定結果

城沼 蛇沼 多々良沼 近藤沼 茂林寺沼
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５ 生活排水対策 

 水質汚濁の主な原因となる生活排水対策として、下水道が整備されていない地域では、浄化槽の

設置が推奨されています。浄化槽には単独処理浄化槽と合併処理浄化槽があり、単独処理浄化槽はト

イレの排水のみの処理ですが、合併処理浄化槽はトイレの排水に加えて、台所や風呂、洗濯などの生活雑

排水も処理するので、生活排水対策として非常に有効です。 

 

〇単独処理浄化槽：水洗トイレの排水のみを処理する 

 

 

 

 

○合併処理浄化槽：台所や風呂、洗濯などの排水(生活雑排水)、水洗トイレの排水を処理する 

 

 

 

 

 

生活排水のうち生活雑排水は７～８割を占めていることから、単独処理浄化槽の場合、多くの排水

をそのまま川へ流してしまうことになります。そのため、生活排水対策には合併処理浄化槽の普及

が必要です。本市では合併処理浄化槽の普及のため、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換

にかかる費用に対して補助金を交付しています。 

 また、令和６年度の汚水処理人口と汚水処理率について【表４－５】【図４－７】に示します。群

馬県の汚水処理率８０．４％に対して、本市は８３．１％となり、県平均値を上回りました。 

 

 

【表４－５】令和６年度汚水処理人口（令和７年３月３１日 現在） 

処理施設 処理済人口 汚水処理率※ 

公共下水道 ３３，０２０ ４４．９% 

農村集落排水 ６３２ ０．９% 

コミュニティプラント １，８０２  ２．５% 

合併処理浄化槽 ２５，６５６ ３４．９% 

総人口 ７３，５２７ ８３．１% 

※ 汚水処理率とは、実際に汚水を処理している人口の割合です。 

 

 

 

 

 

生活雑排水 

トイレの排水 

トイレの排水 

生活雑排水 

そのまま川などへ流れます 

処理された水が流れます 

処理された水が流れます 
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【図４－７】汚水処理率経年変化

館林市 群馬県

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８３．１％ 

８０．４％ 

汚れた水をきれいにするために必要な水の量は？ 

 

▶使用済み天ぷら油 

（２０㎖） 

▶1,000,000 mg/L ▶バスタブ（300ℓ） 

２０杯分 

水の汚れ（ＢＯＤ） 
きれいな水※にする

ために必要な水の量 

▶牛乳コップ 1杯分 

（200㎖） 

▶78,000 mg/L ▶バスタブ（300ℓ） 

１１杯分 

▶米のとぎ汁 1回目 

（500㎖） 

▶1,800 mg/L 

～2,500 mg/L 

▶バスタブ（300ℓ） 

１杯分 

※BODの環境基準値である５㎎/ℓ以下とします。 

汚れたものをそのまま流してしまうと、きれいな水にするためにはたくさんの水が必要で

す。「汚れたものをそのまま流さないこと」を意識することで、水質改善につながります。 

流してしまうもの 
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６ 特定事業場排出水の対策 

 「水質汚濁防止法」に基づき、群馬県では毎年、公共用水域の水質汚濁状況の常時監視のために水

質調査を行っています。令和６年４月には水質汚濁防止法施行規則及び排水基準を定める省令の改

正が行われ、六価クロム化合物に係る排水基準が見直されています。有害物質の国の排水基準を【表

４－６】に示します。 

県では「群馬県の生活環境を保全する条例」で「水質汚濁防止法」よりも厳しい排水基準（上乗せ基準）

を設けて、有害物質の排出抑制を図っています。県の上乗せ基準を【表４－７】に示します。また、

平成 18 年度に「群馬県の生活環境を保全する条例」を改正し、それまで対象となっていなかった

特定事業場以外の工場・事業場に対しても一部の項目で排水基準を設けています。県による市内事

業場排出水の調査結果を【表４－８】に示します。なお、排水基準が不適合であった事業場に対して

は、県が文書により警告指導を行っています。 

 

【表４－６】有害物質の国の排水基準 

有害物質の種類 許容限度（mg/ℓ） 有害物質の種類 許容限度（mg/ℓ） 

カドミウム及びその化合物 0.03 シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4 

シアン化合物 1 1,1,1-トリクロロエタン 3 

有機リン化合物 1 1,1,2-トリクロロエタン 0.06 

鉛及びその化合物 0.1 1,3-ジクロロプロペン 0.02 

六価クロム化合物 0.2 チウラム 0.06 

ヒ素及びその化合物※2 0.1 シマジン 0.03 

純水銀・アルキル水銀・ 

その他水銀化合物 
0.005 チオベンカルブ 0.2 

アルキル水銀化合物 検出されないこと※1 ベンゼン 0.1 

ポリ塩化ビフェニル 0.003 セレン及びその化合物 0.1 

トリクロロエチレン 0.1 ホウ素及びその化合物 10 

テトラクロロエチレン 0.1 フッ素及びその化合物 8 

ジクロロメタン 0.2 アンモニア、アンモニウム化合物 

亜硝酸化合物・硝酸化合物 
100 

四塩化炭素 0.02 

1,2-ジクロロエタン 0.04 1,4-ジオキサン 0.5 

1,1-ジクロロエチレン 1     

※１ 排水基準を定める規定で、決められている方法で排出水を測定した場合で、その結果が当該方法の定量限界を下回

ることをいいます。 

※２ 現に湧き出ている温泉（温泉法 第 2条 1 項に適するもの）を利用する旅館業に属する事業場の排出水について

は、適用しません。 
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【表４－７】 生活環境項目の国の一律排水基準及び群馬県の上乗せ基準※１ 

生活環境項目 
一律排水基準 

（mg/ℓ）※2 

群馬県上乗せ排水基準 

豚房施設、牛房施設及び馬房

施設以外の特定施設 

豚房施設、牛

房施設及び馬

房施設（10㎥

以上） 

日平均排水量 

30㎥以上 

日平均排水量 

10㎥以上 

30㎥未満 

水素イオン濃度（pH）※4 5.8～8.6ｐH 5.8～8.6ｐH 

生物化学的酸素要求量（BOD)※5 160（日間平均※3120） 25 60 80 

化学的酸素要求量（COD）※６ 160（日間平均 120） 25 60 80 

浮遊物質量（SS） 200（日間平均 150） 50 70 120 

ノルマルヘキサン抽出物質含有

量（鉱油類含有量） 
5   

ノルマルヘキサン抽出物質含有

量（動植物油脂類含有量） 
30   

フェノール類含有量 5 1 

銅含有量 3   

亜鉛含有量 2   

溶解性鉄含有量※4 10   

溶解性マンガン含有量 10   

クロム含有量 2   

大腸菌数 日間平均 800CFU/ml   

窒素含有量※７ 120（日間平均 60）   

リン含有量 16（日間平均 8）   

ホルムアルデヒド ― 10 

※１ 排水基準は、1 日あたりの平均的な排出水の量が 10 ㎥以上である工場又は事業場に係る排出水について適用します。 

※２ 単位は、水素イオン濃度、大腸菌群数を除き mg/ℓです。 

※３ 「日間平均」による許容限度は、1 日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものです。 

※４ 水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量の排水基準は、硫黄鉱業に属する工場又は事業場に係る排出水については、適

用していません。 

※５ 生物化学的酸素要求量の排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用します。 

※６ 化学的酸素要求量の排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用します。 

※７ 窒素含有量の排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらす恐れがある湖沼として、環境大臣

が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらす恐れがある海域として、環境大臣が定める海域及び

これらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用します。 
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【表４－８】市内事業場排出水の調査結果 

項目／区分 
調査延 

事業所数 

基準に適合しているもの 基準に適合していないもの 

延事業所数 比率（％） 延事業所数 比率（％） 

めん類製造業 ― ― ―! ― ― 

畜産食料品製造業 １ １ １００ ０ ０ 

保存食品製造業 ４ １ ２５ ３ ７５ 

化学工業 １ １ １００ ０ ０ 

計 ６ ３ ５０ ３ ５０ 

 

 

７ まとめ 

 チェックポイント 

 ✔生活排水は水質汚濁の５～７割を占めているといわれている 

 ✔水質汚濁を防止するために、「水質汚濁防止法」で環境基準が定められている 

✔BOD（生物学的酸素要求量）は、河川の有機汚濁を測る代表的な指標で、値が大きく 

なるほど汚れがひどく、水が腐りやすいことを示している 

 ✔市内の河川の BOD 値は、谷田川・鶴生田川で基準値を超過し、環境基準未達成となっている 

✔市内の沼の BOD 値は、城沼・多々良沼で基準値を超過し、環境基準未達成となっている 

✔本市の汚水処理率は８３．１％となり、群馬県の平均値を上回っている 

✔合併処理浄化槽を設置することで、生活排水の汚れ（BOD）を約９０％以上軽減できる 

 

 

水質汚濁の原因は私たちの生活も関わっています。家庭から出る生活排水が川などへ流れ込んで

いることを意識して、油を流さない、洗剤を使い過ぎないなど、生活排水対策を実践することが大切

です。また、下水道が整備されていない地域における、合併処理浄化槽への転換を推進するため、市

では引き続き補助金の交付などの支援を行います。 

資料：群馬県東部環境事務所 
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１ 公害とは 

公害とは、「環境基本法」第 2条第３項に規定する「事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相

当範囲にわたる（１）大気汚染、（２）水質汚濁、（３）土壌汚染、（４）騒音、（５）振動、（６）地

盤の沈下及び（７）悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずること」と定義されてい

ます。 

これら（１）から（７）までの 7種類は“典型 7公害”と呼ばれています。 

 

 本市では、市民から様々な公害苦情が寄せられています。令和 6 年度の種類別の公害苦情割合を

【図５－１】に示します。大気汚染原因の 1 つである「大気汚染」の苦情が多く、主な原因は屋外

での焼却によるものです。また、騒音の苦情も多く、原因は事業場から発生するものや生活騒音など

様々です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

館林市の公害 ５ 

大気汚染

57.1%

0.0%

0.0%

騒音

21.4%

振動 7.1%

0.0%

悪臭 7.1%

その他 7.1%

【図５－１】種類別公害苦情（令和6年度）

大気汚染 水質汚濁

土壌汚染 騒音

振動 地盤沈下

悪臭 その他
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２ 騒音 

（１）騒音とは 

騒音とは、生活環境を損なうような「好ましくない音」であり、その音が不快と感じるかは人そ

れぞれの感覚であることから、「何デシベル以上」といった客観的な基準で騒音を規定することが

できません。 

 しかしながら、騒音の影響による睡眠妨害など、身体に悪影響を及ぼす恐れがあるため、「環境基

本法」では、生活環境を保全し、人の健康の保護に資するうえで維持されることが望ましい基準とし

て【表５－１】の環境基準を設け、自動車騒音には「騒音規制法」により【表５－２】の要請限度を

設けています。 

 

【表５－１】 騒音に係る環境基準 

地域類型 

 

地域の区分 

時間の区分 

昼間 

(午前６時～午後１０時) 

夜間 

(午後１０時～午前６時) 

ＡA 一般地域 ５０デシベル以下 ４０デシベル以下 

A 

一般地域 ５５デシベル以下 ４５デシベル以下 

２車線以上の車線を有する道路に面する地域 ６０デシベル以下 ５５デシベル以下 

Ｂ 
一般地域 ５５デシベル以下 ４５デシベル以下 

２車線以上の車線を有する道路に面する地域 ６５デシベル以下 ６０デシベル以下 

Ｃ 
一般地域 ６０デシベル以下 ５０デシベル以下 

車線を有する道路に面する地域 ６５デシベル以下 ６０デシベル以下 

※車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な、一定の幅員を有する帯状の車道部分をいいます。 

※地域類型はそれぞれ次の各号に掲げる地域に当てはめられます。 

 ・ＡＡ：療養施設、社会福祉施設等が集合して設置させる地域など特に静穏を要する地域 

 ・ A ：専ら住居の用に供される地域 

・ B ：主として住居の用に供される地域 

・ C ：相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域 

 

【表５－２】 騒音規制法の自動車騒音に係る要請限度 

区域※／時間の区分 
昼間 

（午前６時～午後１０時） 

夜間 

（午前６時～午後１０時） 

ａ区域及びｂ区域のうち、１車線を有する道路に面する区域 ６５デシベル ５５デシベル 

ａ区域のうち、２車線以上の車線を有する道路に面する区域 ７０デシベル ６５デシベル 

ｂ区域のうち、２車線以上の車線を有する道路に面する区域及

びｃ区域※1のうち、車線を有する道路に面する区域 
７５デシベル ７０デシベル 

※ ａ～ｃ区域とは、それぞれ各号に掲げる区域として都道府県知事が定めた区域をいう。 

  ・a区域：専ら居住の用に供される区域 

  ・b区域：主として住居の用に供される区域 

  ・c区域：相当数の住居と併せて、商業・工業等の用に供される区域 
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（２）市による調査 

 「環境基本法」に基づき、市内の騒音の実態を調査するため、地域ごとに毎年測定地点を選定し、

計画的に測定調査を行っています。令和６年度の測定は 8 地点【表５－３】でおこない、全ての地

域で環境基準達成となりました。 

 

【表５－３】令和６年度地域別環境騒音測定結果 

番号 測定場所 

地域 環境基準 測定 環境基準

達成状況

※ 類型 用途区分 昼間 夜間 昼間 夜間 

1 本町二丁目 Ｃ 商業地域 60 50 43 38 〇 

2 松原一丁目 Ｂ 第一種住居地域 55 45 51 43 〇 

3 西高根町 Ａ 第一種中高層住居専用地域 55 45 48 40 〇 

4 朝日町 Ａ 第一種中高層住居専用地域 55 45 45 38 〇 

5 当郷町 Ａ 第一種低層住居専用地域 55 45 46 41 〇 

6 堀工町 Ｂ 市街化調整区域 55 45 45 38 〇 

7 小桑原町 Ａ 第一種中高層住居専用地域 55 45 47 42 〇 

8 赤土町 Ａ 第二種中高層住居専用地域 55 45 45 39 〇 

※ 達成状況の表記について、「〇…達成、△…概ね達成、×…未達成」とします。 

 

 また、自動車騒音については「騒音規制法」に基づき、常時監視を実施しています。本市における

対象道路は、高速道路、一般国道、都道府県道で、道路に面する地域の面的評価を実施するもので

す。令和 6 年度の評価結果は【表５－４】のとおりで、環境基準を満たしている道路は９割以上とな

っています。 

 

【表５－４】令和６年度面的評価による自動車騒音測定結果 

番号 
道路種別の 

内訳 

評価区間延長

（ｋｍ） 

評価区間内 

住居等戸数

（戸） 

評価結果 

昼夜達成戸数 

（戸） 

昼夜達成割合 

（％） 

1 高速道路 5.3 37 36 97.3 

2 一般国道 14.4 1,398 1,306 93.4 

3 都道府県道 54.8 4,474 4,453 99.5 

全体 74.5 5,909 5,795 98.1 
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３ 地盤沈下及び地下水位 

（１）地盤沈下とは 

地盤沈下とは、地面が沈んでしまう現象のことをいいます。地盤沈下により、道路にひび割れや段

差が生じたり、家が傾いたりするなど、様々な影響が生じます。地盤沈下の原因としては、地震によ

るものや地下水の過剰揚水によるものなどが挙げられます。 

 

（２）地盤沈下及び地下水位の調査 

 群馬県では、地盤変動量と地下水位について毎年調査を行っています。市内の水準点における地

盤変動量の結果は【表５－５】のとおりで大きな変化は見られませんでした。 

 なお、年ごとの変動量は年間を通した増減の結果を表しています。５年間の変動量は、５年間の変

動量の合計値、調査開始時からの変動量は、調査開始日からの合計値を表しています。 

 

 

【表５－５】 地盤変動調査結果（単位：mm） 
水準点設置場所 R2-

R3 

R3-

R4 

R4-

R5 

R5-

R6 

R6-   

R7 

5年間の変

動量 

令和 7.1の 

真高（TP） 

（ｍ） 

所在地 目標物 調査 
開始日 

成島町 館林厚生病院 

S51.1.1 

-6.5 7.4 -2.5 -1.0 ±0 -2.6  22.464  

仲町 児童公園 -6.1 7.7 -2.8 -1.5 0.6 -2.1  24.186  

足次町 足次駐在所 -7.5 8.1 -3.0 -0.8 -0.7 -3.9  20.984  

細内町 第二浄水場 -4.3 6.3 -3.2 -2.8 -0.9 -4.9  20.012  

楠町 長良神社 -5.0 8.4 -4.3 0.9 -3.1 -3.1  19.625  

赤生田町 赤羽公民館 -4.4 9.4 -3.6 1.4 -3.1 -0.3  18.681  

青柳町 第三中学校 -6.9 7.1 -1.8 -4.4 0.7 -5.3  19.176  

上三林町 第七小学校 -4.8 7.2 -2.2 -0.3 - -0.1  19.562  

野辺町 龍福寺 -4.7 7.7 -1.8 -0.4 - 0.8  20.882  

大谷町 関東学園 -6.0 6.8 -1.8 -0.7 - -1.7  23.673  

成島町 小沢ｺﾝｸﾘｰﾄ㈱ 
S54.1.1 

-5.0 5 -2.5 -0.3 - -2.8  25.599  

高根町 龍興寺 -5.7 7.1 -2.6 -1.2 -0.1 -2.5  23.325  

上赤生田町 上赤生田公会堂 

S60.1.1 

-5.1 6.4 -2.8 -0.5 -3.6 -5.6  18.455  

千塚町 千塚集会所 -6.5 6.7 -3.8 -2.1 -2.2 -7.9  18.736  

大島町 岡里区民館 -7.3 5.6 -4.3 -4.9 -0.6 -11.5  17.062  

入ケ谷町 入ケ谷会館 H6.1.1 -7.9 6.8 -2.9 -2.7 - -6.7  18.194  

城町 館林市役所 

H7.1.1 

-5.4 7.5 -2.2 -2.8 1.2 -1.7  19.756  

赤生田町 ＪＡ邑楽館林 -6.9 8.9 -5.1 -0.7 -3.4 -7.2  15.752  

四ツ谷町 第 18水源 -5.8 5.9 -2.5 -0.5 -2.6 -5.5  16.461  

下早川田町 下早川田町集会所 -7.9 7.8 -3.1 -0.3 -1.4 -4.9  20.280  

上早川田町 蓮葉院 -9.8 8.5 -2.9 -1.5 -0.8 -6.5  20.355  

木戸町 赤城神社 -7.2 6.8 -3.3 1.1 -4.1 -4.1  22.462  

新宿二丁目 第六小学校 -6.5 6.8 -2.5 -1.6 -4.4 -4.4 21.622 

資料：群馬県森林環境部環境保全課 

 

 



37 

 

地盤沈下の原因でもある地下水の水位についても群馬県で観測しています。市内に設置されてい

る群馬県水位観測井の概要を【表５－６】に示します。また、過去 5年間の観測結果を【表５－７】

に示します。地下水位は【図５－２】のとおりほぼ横ばいで、地下水利用について安定性があるとい

えます。なお館林 1号井は平成 21年度より観測を休止しています。 

さらに農林水産省関東農政局観測井について、概要を【表５－８】、過去 5年間の観測結果を【表

５－９】に示します。地下水位は【図５－３】のとおりほぼ横ばいで推移しています。 

 

【表５－６】 群馬県水位観測井の概要 
 

名 称 
 

所在地 
観測機器 

(水位計) 

観測 
開始 
年月 

口径

（㎜） 

深度

(ｍ) 

ストレーナー

位置（ｍ） 

限界揚水量 

（㎥/日） 

水比抵抗 

(ohm-cm) 

温度

（℃） 

標高

（m） 

館林２号井 
上早 

川田町 
水圧式 S.51.4 250 150 

128.2 

～139.2 
440 12,000 19.9 21 

館林３号井 同 上 水圧式 S.51.4 250 80 58～69 850 11,000 
17.4
～

17.6 
21 

 

【表５－７】 群馬県地下水位の変化表 

年度 R2 3 4 5 6 観測開始年度比※1 

館林 2号井 16.59 16.65 16.43 16.43 15.71 -3.79 

館林 3号井 4.19 4.18 4.10 4.10 4.15 -0.0２ 

 

※1 観測開始年度の水位と最新年度の差です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：群馬県森林環境部環境保全課 
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【図５－2】地下水位の経年変化（過去20年間）

館林２号井 館林３号井



38 

 

 

【表５－８】 農林水産省関東農政局水位観測井の概要 

名称 所在地 観測開始日 
深度 

(m) 

ストレーナー位置

(m) 
帯水層 

標高

(m) 

関東農政局 

館林第１号井 
赤生田町 

地下水位計 S.51.3 
100 

60.5～71.6 第２帯水層 
16.55 

地盤沈下計 S.51.3 88.3～93.8 （Ｂ1層） 

関東農政局 

館林第２号井 
赤生田町 

地下水位計 S.51.3 
200 

146.5～163.2 第４帯水層 
16.55 

地盤沈下計 S.51.3 174.3～179.9 （Ｂ2層） 

 

【表５－９】 農林水産省関東農政局地下水位の変化表 

年度 R２ ３ ４ ５ 6 観測開始年度比※ 

関東農政局 

館林１号井 
4.80 5.19 5.20 5.32 5.18 1.06 

関東農政局 

館林２号井 
16.51 16.46 16.04 15.98 15.44 5.15 

※ 観測開始年度の水位と最新年度の差です。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：群馬県森林環境部環境保全課 
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【図５－３】地下水位の経年変化（過去20年間）

関東農政局館林１号 関東農政局館林２号
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４ 特定施設に対する規制について 

 事業所や特定施設等は、公害の未然防止のため、公害関係法令により定められた基準等を守る必

要があります。工場、事業所等に対する「悪臭防止法」による基準、特定施設に対する「騒音規制

法」、「振動規制法」による基準について、それぞれ以下に示します。 

 

（１）悪臭に対する規制 

 「悪臭防止法」により、工場、事業所等の事業活動に伴って発生する「悪臭物質」の排出を規制し

ています。基準に適合していない工場、事業所等に対しては、改善勧告、改善命令を出すことができ

ます。本市では【表５－１０】のとおり規制基準を設けています。 

 

【表５－１０】 悪臭の規制基準 

区域 臭気指数 

第一種低層住居専用地域 
 

１５ 

第一種中高層住居専用地域 

第二種中高層住居専用地域 

第一種住居地域 

第二種住居地域 

近隣商業地域 

商業地域 

準工業地域及び大島地区計画区域 

工業専用地域 
２１ 

指数１５区域以外の市域全域 

      ※臭気指数とは、人間の嗅覚を用いて臭いの程度を数値化したもの 

（２）騒音に対する規制 

 「騒音規制法」及び「群馬県の生活環境を保全する条例」により、指定地域（館林市では市内全域）

を定めて規制をしており、特定施設を設置する際は、届出を義務付けています。 

 また、建設作業についても特定建設作業を行う際には、作業開始の７日前までに届出を義務付け

ています。 

【表５－１１】 特定施設の規制基準 

区域※/時間 昼間(午前８時-午後６時) 
朝(午前６時-午前８時) 

夕(午後６時-午後９時) 
夜間(午後９時-午前６時) 

第１種区域 ４５デシベル ４０デシベル ４０デシベル 

第２種区域 ５５デシベル ５０デシベル ４５デシベル 

第３種区域 ６５デシベル ６０デシベル ５０デシベル 

第４種区域 ７０デシベル ６５デシベル ５５デシベル 

 ・第 1種区域：良好な住居の環境の保全をするため、特に静穏の保持を必要とする区域 

   ・第 2種区域：住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域 

   ・第 3種区域：住居の用にあわせて、商業・工業等の用に供されている区域であって、住民の生活環境を保全する

ため、騒音の発生を防止する必要がある区域 

   ・第 4種区域：主として工業等の用に供される区域であって、住民の生活環境を悪化させないため、著しい騒音の

発生を防止する必要がある区域 
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【表５－１２】 特定建設作業の騒音規制基準 

 
特定建設 
作業の区分 

基準値 

夜間作業※１ １日の作業時間 

作業期間 作業日 
第１種、第２種、

第３種、第４種

の一部区域 

左記以外

の区域 

第１種、第２種、

第３種、第４種

の一部区域 

左記以外

の区域 

くい打機等  
 
 
 
８５ 

デシベル 

 
 
 
 

午後７時から 
午前７時までは
行わない 

 
 
 
 

午後１０時
から 

午前６時
までは 
行わない 

 
 
 
 

１０時間を 
超えて 
行わない 

 
 
 
 

１４時間を
超えて 
行わない 

 
 
 
 

連続して 
６日を 
超えて 
行わない 

 
 
 
 

日曜日 
その他 
休日は 
行わない
※２ 

びょう打機 

さく岩機 

空位圧縮機 

コンクリート

プラント 

バックホウ 

トラクター 

ショベル 

ブルドーザー 

※1 災害、危険防止鉄道等の運行並びに道路法、道路交通法に基づき夜間行う場合などを除きます。 

※2 災害、危険防止、鉄道等の運行、変電所の工事並びに道路法、道路交通法に基づき休日に行う場合を除きます。 

 

（３）振動に対する規制 

 振動は、工場、特定作業、交通機関等が主な発生源とされます。群馬県では「振動規制法」及び「群

馬県の生活環境を保全する条例」により、特定の施設に係る工場、建設作業から発生する振動を規制

しています。規制基準を【表５－１３】【表５－１４】に示します。 

 

【表５－１３】 特定工場等の規制基準 

区域※/時間 昼間（午前８時～午後７時） 夜間（午後７時～午前８時） 

第１種区域 ６５デシベル ５５デシベル 

第２種区域 ７０デシベル ６５デシベル 

 ・第 1種区域：良好な住居環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び、主として住居の用に供されて

いる区域 

 ・第 2種区域：住居の用に併せて、商業・工業の用に供されている区域及び主として工業の用に供されている区域 

 

【表５－１４】 特定建設作業の規制基準 

 

特定建設 

作業の区分 
基準値 

夜間作業※１ １日の作業時間 

作業時間 作業日 
第１種、第２種 

第３種、第４種 

の一部区域 

左記以外

の区域 

第１種、第２種

第３種、第４種

の一部区域 

左記以外

の区域 

くい打機等  

 

７５ 

デシベル 

 

午後７時から

午前７時まで

は行わない 

 

午後１０時 

から 

午前６時

までは 

行わない 

 

１０時間を 

超えて 

行わない 

 

１４時間を

超えて 

行わない 

 

連続して 

６日を 

超えて 

行わない 

 

日曜日 

その他 

休日は 

行わない

※２ 

鋼球 

舗装版破砕機 

ブレーカー 

空気圧縮機 

※1 災害、危険防止鉄道等の運行並びに道路法、道路交通法に基づき夜間行う場合などを除きます。 

※2 災害、危険防止、鉄道等の運行、変電所の工事並びに道路法、道路交通法に基づき休日に行う場合を除きます。 
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（４）市内の特定施設 

 特定施設の代表者等は、公害の未然防止を図るため、公害関係法令により定められた施設を設置

変更等する場合は、県・市町村に届出をすることが義務化されています。市内の区分ごとの特定施設

事業場数は【表５－１５】のとおりです。また、特定施設ごとの事業場数は【表５－１６】～【表５

－２４】に示します。なお、対象事業所数は、施設を有する事業所数の合計ではありません。 

 

【表５－１５】 区分ごとの特定施設事業場数 

区分 ばい煙 粉じん 水質 ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 騒音 振動 合計 

事業場数 ６３ ６８ １４２ ３ ４１１ ３６５ １,０５２ 

資料：群馬県東部環境事務所    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定施設名 施設を有する事業場数 

ボイラー ３８ 

溶解炉（金属精錬・鋳造） １ 

加熱炉（金属熱処理） １ 

乾燥炉 ３ 

廃棄物焼却炉 ２ 

ガスタービン ５ 

ディーゼル機関 １５ 

ガス機関 ２ 

対象事業所数 ５８ 

特定施設名 施設を有する事業場数 

酸洗い施設 ３ 

メッキ施設 ４ 

塩浴炉 0 

対象事業所数 ７ 

特定施設名 施設を有する事業場数 

帯のこ盤 ５ 

丸のこ盤 １ 

かんな盤 １ 

成型器 １ 

塗装被膜施設 ５５ 

対象事業所数※ ６１ 

特定施設名 施設を有する事業場数 

堆積場 ２ 

磨砕機 ０ 

破砕機 ２ 

ふるい １ 

ベルトコンベア ３ 

対象事業所数※ ７ 

特定施設名 届出数 

特定粉じん排出等作業 ０ 

【表５－１６】 

ばい煙発生施設（大気汚染防止法） 

【表５－１７】 

ばい煙発生施設（群馬県生活環境を保全する条例） 

【表５－１８】 

一般粉じん発生施設（大気汚染防止法） 

【表５－１９】 

一般粉じん発生施設（群馬県生活環境を保全する条例） 

【表５－２０】特定粉じん排出等作業 

（大気汚染防止法）届出数 

資料：群馬県東部環境事務所 

資料：群馬県東部環境事務所 

資料：群馬県東部環境事務所 

資料：群馬県東部環境事務所 資料：群馬県東部環境事務所 

※対象事業所数は、施設を有する事業所数の合計ではありません。 
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特定施設名 施設を有する事業場数 

焼結炉(焼結鉱製造用) ０ 

電気炉 ０ 

焙焼炉･焼結炉･溶鉱炉･ 

溶解炉・乾燥炉(亜鉛回収用) 
０ 

焙焼炉･溶解炉･乾燥炉 

(ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製造用) 
０ 

廃棄物焼却炉 2 

 

【表５－２２】水質汚濁防止法第５条の規定による特定施設及び事業場数 

特定施設名 事業場数 

畜産農業 
豚房施設 １ 

牛房施設 ２ 

畜産食料品製造業 
原料処理施設 １ 

洗浄施設 １ 

野菜又は果実を原料とする保存食品製造業 

原料処理施設 ３ 

洗浄施設 ４ 

圧搾施設 １ 

湯煮施設 ２ 

みそ、しょう油等製造業 

原料処理施設 １ 

洗浄施設 ４ 

湯煮施設 ３ 

精製施設 １ 

ろ過施設 ３ 

パン、菓子製造業・製あん業 沈殿機 １ 

米菓子又は麹製造業 洗米機 1 

 

飲料製造業 

洗浄施設 ３ 

搾汁施設 １ 

ろ過施設 2 

 

動物系飼料又は有機質肥料製造業 

原料処理施設 ２ 

洗浄施設 ２ 

水洗式脱臭施設 ２ 

麺類製造業 湯煮施設 ３ 

豆腐等製造業 湯煮施設 ４ 

 

冷凍調理食品製造業 

原料処理施設 １ 

洗浄施設 １ 

湯煮施設 １ 

新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設 ０ 

無機化学工業製品製造業 
遠心分離機 １ 

廃ガス洗浄施設 １ 

【表５－２１】ダイオキシン類対策特別措置法による特定施設 

資料：群馬県東部環境事務所 
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発酵工業 原料処理施設 ２ 

合成樹脂製造業 
縮合反応施設 ２ 

遠心分離機 １ 

界面活性剤製造業 反応施設 ２ 

 

その他の有機化学工業製品製造業 

水洗施設 １ 

ろ過施設 １ 

廃ガス洗浄施設 １ 

医薬品製造業 ろ過施設 １ 

生コンクリート製造業 バッチャープラント ５ 

金属製品・機械器具製造業 
廃ガス洗浄施設 ２ 

電解式洗浄施設 ２ 

酸又はアルカリによる表面処理施設 １４ 

電気めっき施設 ３ 

エチレンオキサイド又は 1,4-ジオキサンの混合施設（前該当除外） １ 

 

旅館業 

厨房施設 １５ 

洗濯施設 ５ 

入浴施設 １５ 

共同調理場 厨房施設 ０ 

弁当仕出業 厨房施設 ２ 

飲食店業 厨房施設 １ 

洗濯業 洗浄施設 １７ 

写真現像業自動式フィルム現像 洗浄施設 ２ 

 

病院 

厨房施設 １ 

洗濯施設 １ 

入浴施設 １ 

自動式車輌洗浄施設 ３７ 

科学技術に関する検査の用に供する施設 洗浄施設 １ 

一般廃棄物処理施設である焼却施設 ０ 

産業廃棄物処理施設 ２ 

トリクロロエチレン等による洗浄施設 ５ 

トリクロロエチレン等の蒸留施設 ２ 

し尿処理施設 １３ 

下水道終末処理施設 ２ 

特定事業場排水処理施設 ４ 

有害物質貯蔵指定施設 ５ 

水質汚濁防止法第５条第３項施設 ５ 

対象事業所数※ １４２ 

  

  

     

資料：群馬県東部環境事務所 

※ 対象事業所数は、施設を有する事業所数の合計ではありません。 
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５ まとめ 

チェックポイント 

 ✔公害は、人の活動に伴って環境を汚染し、健康・生活・財産に悪影響を及ぼすこと 

 ✔市に寄せられている公害苦情で多い大気汚染は、禁止されている屋外での焼却が主な原因とな

っている 

 ✔環境騒音の測定結果について、全ての地点で基準値を下回り、環境基準達成となっている 

 ✔地下水位の経年変化はほぼ横ばいで、水位は安定している 

 ✔公害の未然防止のため、特定施設および事業場の代表者等は、公害関係法令により定めら 

れた施設を設置、変更等する場合、県・市町村に届出をする必要がある 

 

  公害は人の活動によって環境を汚染し、私たちの生活に悪影響を及ぼします。自分が環境汚染 

の加害者とならならないよう気を付ける必要があります。また、本市では公害苦情が寄せられた際 

は現場を確認し、内容によって、関係事務所と連携しながら調査にあたります。 

特定施設名 事業場数 特定施設数 

金属加工機械 １４４ ６２６ 

空気圧縮機及び送風機

（7.5ｋＷ以上） 
１４９ １,０７６ 

土石用破砕機等 

（7.5ｋＷ以上） 
６ ９ 

織 機 １９ ７６ 

建設用資材製造機械 ８ ９ 

穀物用製粉機械 ２ ３１ 

木材加工機械 １８ ３６ 

抄紙機 ０ ０ 

印刷機械 ３８ １９４ 

合成樹脂用射出成形機 ２７ １７２ 

鋳型造型機 ０ ０ 

合   計 ４１１ ２,２２９ 

特定施設名 事業場数 特定施設数 

金属加工機械 ２０７ ９５１ 

圧縮機（7.5ｋＷ以上） ８９ ２７３ 

土石用破砕機等 

（7.5ｋＷ以上） 
６ １０ 

織 機 １８ ７１ 

コンクリートブロックマシン等 ２ ６ 

木材加工機械 ３ ４ 

印刷機械（2.2ｋＷ以上） １０ １２５ 

ロール機（30ｋＷ以上） ２ ９ 

合成樹脂用射出成形機 ２７ １５２ 

鋳型造型機 １ ２ 

合   計 ３６５ １,６０３ 

【表５－２３】騒音規制による特定施設及び事業場数 【表５－２４】振動規制による特定施設及び事業場数 

資料：館林市地球環境課環境保全係 

資料：館林市地球環境課環境保全係 
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１ 市が集める資源・ごみ 

 本市が集める家庭の資源とごみは、大きく４種類に分けられます。 

 

   

●紙類(新聞、雑誌など)  ●段ボール  ●紙パック  ●衣類 

 

 

 

  ●缶・ペットボトル  ●びん・スプレー缶・乾電池   ●小型家電類・金属類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 館林市の資源・ごみ 

 
資源物 

 
燃やせないごみ 

●ガラス類   ●陶器類    ●ライター   ●その他 

●ボトル類  ●カップ・パック類  ●キャップ類  ●ポリ袋・ラップ類  ●ネット類 

●トレイ類  ●チューブ類  ●発泡スチロール   ●オーディオソフト類 

 
プラスチックごみ 

●生ごみ    ●汚れた紙   ●木くず・草・葉   ●ゴム・被革

類  

CD・DVD 

 
燃やせるごみ 
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２ 市のごみ排出量 

 本市のごみの排出量は【表６－１】【図６－１】のとおりです。経年変化を見ると、平成１９年度

から減少傾向にあり、令和６年度には燃やせるごみの量が 21,045トンで燃やせないごみ・資源物

量は3,628トンとなりました。市民一人１日当たり917gのごみを排出していることになります。 

 

【表６－１】ごみの排出量の推移 （過去 10年間） 

年度 
処理人口 

10/1 現在 

燃やせる

ごみ量（t） 

燃やせないごみ 

資源物量（t）※ 
合計（ｔ） 

前年度比 

（％） 

一人１日 

排出量（g） 

Ｈ２７ 77,938 22,485 6,447 28,932 98.3 1,017 

２８ 77,399 21,702 6,165 27,867 96.3 986 

２９ 76,738 21,407 5,645 27,052 97.1 966 

３０ 76,310 21,486 5,296 26,782 99.0 962 

Ｒ１ 75,864 21,548 4,666 26,214 97.9 944 

２ 75,480 21,581 4,691 26,272 100.2 954 

３ 75,091 21,303 4,334 25,637 97.6 935 

４ 74,556 21,067 4,246 25,313 98.7 930 

５ 74,205 20,901 3,879 24,780 97.9 912 

６ 73,719 21,045 3,628 24,673 99.6 917 

※燃やせないごみ・資源物量は集団回収量を含みます 
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【図６-１】ごみ排出量の推移（過去20年間）

燃やせるごみ 燃やせないごみ・資源物 合計
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３ 燃やせるごみ 

 燃やせるごみにどのくらい資源物などが混ざっているかの調査結果を以下に示します【図６－２】。 

 資源物やプラスチック類などが燃やせるごみの多くを占めています。分別をすることで、リユー

ス・リデュース・リサイクルの３R を推進していく必要があります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、【図６－３】のとおり燃やせるごみの成分では、水分が約 5割を占めています。水分が多い

と焼却炉への負担が大きくなってしまうため、市ではごみの減量の一環として、ごみ減量化器具の

購入に対して助成金を交付しています。水切りやごみ減量化器具を使用することで、生ごみが乾燥

し、燃やせるごみの水分量を減らすことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

紙類

41.9%

ビニール・合成樹脂類

25.3%

繊維類

6.0%

木・竹・わら

9.3%

厨芥類

14.1%

ゴム・皮革類

0.3%

その他

2.3%

金属類

0.4%

ガラス類

0.0%
土砂・陶磁器類

0.2%

その他不燃物

0.5%

【図６－２】 可燃ごみの組成/乾ベース（令和６年度）

水分

48.6%

可燃分

47.8%

灰分

3.6%

【図６-３】燃やせるごみの成分率

（令和６年度）
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４ リサイクル 

 本市の資源化率は 17.３％となっており、資源化量の推移は【表６－２】【図６－４】のとおりで

す。また、本市では地域の子ども会等で行う資源集団回収に対して、助成金を交付しています。 

 

【表６－２】 燃やせないごみの排出量・資源化率の推移 

年度 
総処理量

Ａ（ｔ） 

Ａのうち 

燃やせないごみ 

資源物量Ｂ（ｔ） 

資源化量 資源化量 

Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＝Ｆ 

（ｔ） 

資源化率 

Ｆ÷（Ａ＋Ｅ） 

（％） 

Ｂのうち 

資源物量Ｃ（ｔ） 

焼却灰

Ｄ（ｔ） 

集団回収

量Ｅ（ｔ） 

H２７ 27,489 5,004 4,903 － 1,443 6,346 21.9 

２８ 26,483 4,781 4,243 － 1,384 5,627 20.2 

２９ 25,684 4,277 4,174 317 1,368 5,859 21.7 

３０ 25,526 4,040 3,864 1,191 1,256 6,311 23.6 

Ｒ１ 25,076 3,529 3,268 1,048 1,138 5,454 20.8 

２ 25,668 4,080 3,542 1,084 604 5,230 19.9 

３ 25,082 3,779 3,187 1,102 555 4,844 18.9 

４ 24,643 3,576 2,959 1,091 670 4,720 18.6 

５ 24,197 3,295 2,840 1,101 583 4,524 18.3 

６ 24,182 3,137 2,714 1,065 491 4,270 17.3 
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【図６ー４】資源化量の推移

市で資源化した量 集団回収で資源化した量
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５ まとめ 

 チェックポイント 

✔市内のごみ排出量は経年で見ると減少傾向にある  

 ✔燃やせるごみとして、プラスチック類や資源物も捨てられている 

 ✔燃やせるごみの成分の約５割は水分だが、ごみ減量化器具を使用することで、ごみの水分 

   量を減らすことができ、焼却炉への負担軽減につながる 

 ✔燃やせないごみの総排出量の減少と共に資源化率も減少傾向にある  

 

 

 個人の意識ひとつでごみは資源に変わります。ごみの減量化やリサイクル推進のためには、一人

ひとりの取り組みが必要です。ごみを分別するときは「館林市公式 LINE」で検索して、正しいごみ

の出し方を心がけましょう。また、ごみを減らすためにマイバックやマイボトルを使用する、料理の

ときは野菜の過剰除去に気を付けて食品ロスをなくすなど、できることから少しずつ始めましょう。 

 館林市では、ごみの日カレンダーの検索やごみの日の通知（リマインド機能）、

さらにはごみの分別方法の検索機能を LINE で確認できるようになりました。  

ごみの分別に迷っているとき、ごみの収集日を確認したいときなど、ぜひ「館林

市公式 LINE」をご活用ください！ 

ごみのことなら「館林市公式ＬＩＮＥ」 

①QR コードから登録  

＠ tatebayash i _c i ty   

ID検索画面で
「@tatebayasi_city」  
と入力してください    

②ID検索から登録  



 

 

 

 

１ 市に生息する生きもの 

 本市には、城沼、多々良沼、茂林寺沼、近藤沼、蛇沼といった大小多くの沼が存在し、豊かな水辺

環境を形成しています。また、茂林寺沼湿原のカキツバタ、多々良沼のオオハクチョウやタタラカン

ガレイ、蛇沼のメダカやオニバスなど、多くの動植物が水辺に生息しています。 

 

●水辺に生息する主な生きもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 館林市の生きもの 

城沼 

近藤沼 

谷田川 

多々良沼 

鶴生田川 

茂林寺沼 蛇沼 

タタラカンガレイ オオハクチョウ オオハクチョウ ギンブナ 

カキツバタ 

オオヨシキリ ミドリシジミ 

シャコウアゲハ ギンイチモンジセセリ 

オニバス メダカ 

多々良沼 城沼 

茂林寺沼 蛇沼 

資料：館林市史特別編第 3 巻 

   館林市史普及版 

   文化振興課、地球環境課 

５０ 



２ 外来生物とは 

 外来生物とは、人の活動により本来の生息地とは異なる地域に持ち込まれた海外起源の生物です。

外来生物の多くはそのまま生き続けることや、子孫を残すことが難しいと考えられていますが、そ

の地域に定着することができる生物もいます。定着した外来生物の中には、地域の生態系や人の健

康、農林水産業への被害を及ぼす可能性がある生物もいます。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 特定外来生物とは 

 特定外来生物とは、地域の生態系、人の健康、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼす恐れが

あると認められている外来生物のことです。特定外来生物は生きているものに限られ、個体だけで

はなく、卵や種子なども含まれます。 

 国では、特定外来生物による生態系、人の健康、農林水産業への被害を防止し、国民生活の安定向

上に資することを目的として「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」（通称：

外来生物法）を平成１７年に施行しました。問題を引き起こす外来生物を特定外来生物として指定

し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入といった取り扱いを規制しています。特定外来生物による被

害が生じている場合、又は生じる恐れがある場合には、防除等を行うこととしています。 

 

４ 市の特定外来生物について 

 本市では、オオクチバスやクビアカツヤカミキリなど複数の特定外来生物が確認されています。

地域に定着し繁殖している生物も存在し、在来の生物を守るための取り組みが必要となっていま

す。 

鳥獣の捕獲についても捕獲器の貸出を行うなど、生態系や農林水産業を守るための取り組みも行

っています。また、特定外来生物として認識されずに人の手によって繁殖してしまうものもありま

す。例えば、オオキンケイギクは鮮やかな黄色い花を咲かせる花ですが、繁殖力が強く在来種の繁

殖の妨げとなるため、誤って植えないよう注意が必要です。 

 本市で確認された主な特定外来生物を【表７－１】に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

・生態系への被害…捕食や餌を奪うことにより、その地域の生物を駆逐する 

・人の健康への被害…毒を持つ外来種にかまれたり、刺されたりすることで人体に悪影響を及ぼす 

・農林水産業への被害…農林水産物の食害や、畑の踏み荒らしなどで収穫量が減る 

外来生物による被害 

５１ 



【表７－１】市内で確認された主な特定外来生物 

分類群 種名 

鳥類 

ガビチョウ 

カオジロガビチョウ 

ソウシチョウ 

両生類 ウシガエル 

魚類 

チャネルキャットフィッシュ 

ブルーギル 

オオクチバス 

昆虫類 
クビアカツヤカミキリ 

ツヤハダゴマダラカミキリ 

植物 

オオキンケイギク 

アレチウリ 

ナガエツルノゲイトウ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ガビチョウ】 【ソウシチョウ】 

【ブルーギル】 【オオクチバス】 【ウシガエル】 

【オオキンケイギク】 【アレチウリ】 

資料：環境省ホームページ（URL：https://www.env.go.jp/nature/intro/4document/asimg.html） 

 

５２ 

【ナガエツルノゲイトウ】 

https://www.env.go.jp/nature/intro/4document/asimg.html


５ クビアカツヤカミキリについて 

 中国やモンゴル、朝鮮半島などが原産のクビアカツヤカミキリは、平成２４年に愛知県で国内侵

入が初確認されました。その後、平成２５年に埼玉県、平成２７年に群馬県、東京都、大阪府、徳島

県、平成２８年に栃木県で侵入が確認されています。その後も、茨城県、三重県、神奈川県など、分

布は拡大を続けています。クビアカツヤカミキリは公園などにあるサクラ、ウメ、モモなどの樹木を

好んで寄生し、幼虫の食害が樹木の枯死の原因になります。森林総合研究所の試算では、３０匹の幼

虫の食害で、サクラ１本を枯死させてしまうとしています。 

本市では平成２７年に確認されて以降、被害が拡大しています。市では、クビアカツヤカミキリの

被害からサクラの木などの樹木を守るため、市民の協力を得た早期発見、早期駆除によってクビア

カツヤカミキリの撲滅を図る、「クビアカツヤカミキリ撲滅プロジェクト」を令和元年度から行って

います。プロジェクトの結果を【表７－２】に示します。 

【表７－２】クビアカツヤカミキリ撲滅プロジェクト結果 

年度 
成虫の捕殺数 

 ※( )内前年度比 

保護活動をしたサクラの木 

 ※( )内前年度比 

Ｒ２ ６，２４９匹（-３９９） 約１，３８０本（-２０） 

３ ７，５０３匹（１，２５４） 約１，６７０本（２９０） 

４ ７，１７４匹（-３２９） 約１，５９０本（-１２０） 

５ １３，７８５匹（６，６１１） 約３，０６３本（１，４７３） 

６ １８，１６８匹（４，３８３） 約４，０３７（９７４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ まとめ 

 チェックポイント 

 ✔特定外来生物が市内でも確認されている 

 ✔特定外来生物のクビアカツヤカミキリが市内のサクラの木を枯死させてしまっているため、 

市と市民で連携して「クビアカツヤカミキリ撲滅プロジェクト」を実施している 

 ✔クビアカツヤカミキリ撲滅プロジェクトにより、毎年千本以上の樹木の保護活動をしている 

 

特定外来生物による被害は、生態系だけでなく農作物などにも及びます。本市の豊かな自然を守 

るためにも、特定外来生物への対策をしていく必要があります。 

【クビアカツヤカミキリの成虫】 
【クビアカツヤカミキリの幼虫が

いる木から出るフラス（木くず）】 【被害木の断面】 

５３ 



 

令和７年度版 館林の環境 

------------------------------------ 

館林市 地球環境課 

〒374-8501 

群馬県館林市城町１番１号 

TEL0276-47-5124 

------------------------------------ 


	R7_０表紙・はじめに
	R7_０目次-
	R7_１館林市の概要
	R7_２ 環境施策
	R7_３大気_compressed
	R7_４水質１
	R7_４水質２
	R7_５公害_compressed
	R7_６廃棄物_compressed
	R7_７外来生物

